
医療機関等の管理者のみなさま・災害支援ナースを目指すみなさま

大規模自然災害、新興感染症の発生・まん延時の
災害支援ナースの派遣体制の概要

全
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講

養
成
研
修
修
了（
修
了
者
リ
ス
ト
化
）

都道府県が
地域の実情に応じて体制を構築
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都道府県が登録や派遣調整に関する実務を
都道府県看護協会に委託可能
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災害支援ナースとは、被災地等＊1に派遣され、地域住民の健康維持・確保に
必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えること
（以下、「看護支援活動」という。）を行う看護職員

災害支援ナースとは

⃝�厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了した者を災害支援ナースとして登録
⃝�医療機関に所属している災害支援ナースは改正医療法上の「災害・感染症医療業務従事者」に
位置付け
⃝�都道府県と、災害支援ナースの所属施設＊2 との災害支援ナースの派遣に関する協定締結により
災害等発生時＊3 に派遣
＊1：大規模自然災害が発生した地域や新興感染症がまん延した地域
＊ 2：病院、診療所、訪問看護事業所、助産所等
＊ 3：大規模自然災害の発生時や新興感染症の発生・まん延時

災害支援ナースになるには
「災害支援ナース養成研修」を修了する必要があります。
災害支援ナース養成研修は厚生労働省医政局から委託を受けた日本看護協会が企画し、
都道府県看護協会とともに実施します
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等に基づく法 令 になりました。仕 組 み



https://www.nurse.or.jp/

⃝�災害支援ナースに関する情報については、公益社団法人日本看護協会の公式
ホームページをご覧ください。

　「災害看護」：ホーム>看護職の皆さまへ>危機管理>災害看護

⃝災害支援ナース養成研修は都道府県看護協会からお申し込みください。
　�「災害支援ナース養成研修」：日本看護協会研修ポータルサイト>国の動向や政策に関連した継続
教育に関する最新情報「災害支援ナースに関する情報」

2024年度からの災害支援ナースの仕組み

法令等の根拠 改正医療法・改正感染症法（令和 6年 4月 1日施行）

派 遣 の 対 象 大規模自然災害の発生時、新興感染症の発生・まん延時

養 成 ・ 登 録 厚生労働省医政局＊5 が実施

派 遣 形 態 原則として派遣元の医療機関の職員として看護業務に従事する
（業務扱い）

派 遣 要 請 被災都道府県からの派遣要請に基づく

派 遣 調 整 都道府県内派遣：都道府県＊6 による調整
都道府県外派遣：厚生労働省医政局＊5 による調整

経 費 公的に負担（協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は
医療隊の派遣に要する費用は都道府県が支弁する）

事 故 補 償 都道府県が傷害保険に加入
災害支援ナースが賠償責任保険制度に加入※

※�災害支援ナースは、第三者に損害を与えた場合に備えて、災害等発生時の看護活動も補償の対象に含まれる賠償責任保険
制度の加入が望ましい
＊ 5：厚生労働省から日本看護協会へ委託可能
＊ 6：都道府県から都道府県看護協会へ委託可能

災害等発生時の医療・看護提供体制の整備のために、
災害支援ナースに登録いただけるよう、ご理解とご協力を
お願いいたします。




